
田沢湖町、角館町、西木村の３町村による合併協定調印式が、３月28日（月）午後６時から、角館広
域交流センターで行われました。
調印式には、特別立会人の西村秋田県副知事をはじめ合併協議会委員、３町村の議会議員、地域住民、
150人が出席し、佐藤田沢湖町長、石黒角館町長、田代西木村長が、合併協議会で確認された55項目が
記された合併協定書に署名、押印しました。
続いて西村副知事、合併協議会委員が立会人として順次署名を行いました。
翌29日には、３町村議会で合併に関係する議案がすべて可決され、31日に県に対し、「市町村の廃置

分合」の申請を行いました。
今後、６月上旬頃に総務大臣より合併が告示され、９月20日には「仙北市」が誕生します。
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平成17年９月20日に「仙北市」が誕生します。 平成17年９月20日に「仙北市」が誕生します。 
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調
印
式
で
は
、
は
じ
め
に
合
併
協
議
会

幹
事
長
の
野
中
西
木
村
総
務
課
長
か
ら
、

経
過
報
告
が
行
わ
れ
た
ま
し
た
。
次
に
三

町
村
長
が
合
併
協
定
に
、
署
名
、
押
印
。

続
い
て
西
村
哲
男
副
知
事
と
合
併
協
議
会

委
員
が
、立
会
人
と
し
て
署
名
し
ま
し
た
。

署
名
終
了
後
、
西
村
副
知
事
よ
り
三
町

村
長
に
協
定
書
が
手
渡
さ
れ
、
そ
の
後
三

町
村
長
と
西
村
副
知
事
が
固
い
握
手
を
交

わ
す
と
会
場
か
ら
割
れ
る
よ
う
な
大
き
な

拍
手
が
送
ら
れ
ま
し
た
。

三
町
村
長
の
あ
い
さ
つ
の
後
、
西
村
副

知
事
か
ら
祝
辞
を
い
た
だ
き
、『
仙
北
市
』

誕
生
へ
大
き
く
前
進
し
ま
し
た
。
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た
だ
今
こ
こ
に
、
平
成
十
五
年
四
月
の

法
定
協
議
会
設
置
以
来
、
積
み
重
ね
て
参

り
ま
し
た
、
田
沢
湖
、
角
館
、
西
木
の
合

併
に
関
す
る
協
議
が
整
い
、
特
別
立
会
人

で
あ
り
ま
す
秋
田
県
副
知
事
の
西
村
副
知

事
さ
ん
を
は
じ
め
、
本
間
仙
北
地
域
振
興

局
長
、
合
併
協
議
会
の
皆
様
方
か
ら
立
会

人
と
し
て
署
名
を
い
た
だ
き
、
合
併
協
定

書
に
調
印
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

誠
に
感
無
量
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
間
、
予
期
せ
ぬ
紆
余
曲
折
が
あ
り

ま
し
た
が
、
三
町
村
の
住
民
の
合
併
推
進

に
む
け
ら
れ
た
熱
い
思
い
と
、
議
会
を
は

じ
め
関
係
各
位
の
並
々
な
ら
ぬ
ご
支
援
、

ご
努
力
に
よ
り
ま
し
て
、
今
日
こ
の
日
を

迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

あ
ら
た
め
て
深
く
感
謝
と
敬
意
と
お
礼

を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
の
先
人
が
築
い
て
ま

い
り
ま
し
た
歴
史
を
、
新
し
い
時
代
の
第

一
歩
と
す
る
新
市
建
設
計
画
の
メ
イ
ン
テ

ー
マ
で
あ
り
ま
す
「
北
東
北
の
観
光
拠
点

都
市
」
と
し
て
、
美
し
い
自
然
と
歴
史
と

文
化
に
恵
ま
れ
た
新
市
で
あ
り
ま
す
。

先
人
の
努
力
に
感
謝
を
し
な
が
ら
、
こ

の
合
併
に
よ
り
誕
生
い
た
し
ま
す
新
し
い

市
が
、
三
町
村
の
地
域
住
民
の
一
層
の
相

互
理
解
と
融
和
の
も
と
、
一
致
協
力
し
て

新
し
い
郷
土
づ
く
り
に
邁
進
し
、
全
国
に

誇
れ
る
地
域
と
し
て
大
き
く
発
展
で
き
ま

す
こ
と
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
私
の
挨
拶

と
い
た
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
こ
こ
に
副
知
事
は
じ
め
多
く
の
ご

来
賓
、
ま
た
多
く
の
関
係
者
の
皆
様
の
ご

臨
席
を
得
ま
し
て
、
田
沢
湖
、
角
館
、
西

木
三
か
町
村
の
合
併
協
定
調
印
式
を
迎
え

ら
れ
る
こ
と
を
、
非
常
に
喜
び
に
感
じ
て

い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
こ
ま
で
に
至
る
道
の
り
は
、
険
し
く

そ
し
て
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
と
感
じ
て
お

り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
間
に
あ
っ
た
こ
と

は
、
逆
に
三
か
町
村
の
絆
を
深
め
る
糧
に

な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

田
沢
湖
町
、
西
木
村
、
両
町
村
長
は
じ

め
議
会
の
皆
様
、
住
民
の
皆
様
の
暖
か
く

広
い
心
に
迎
え
入
れ
て
い
た
だ
き
、
そ
し

て
関
係
の
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
ま
し

て
、
こ
の
調
印
が
出
来
た
訳
で
す
け
れ
ど

も
、
合
併
の
ス
タ
ー
ト
は
こ
れ
か
ら
だ
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

合
併
す
る
こ
と
が
ゴ
ー
ル
で
は
な
く

て
、
こ
れ
は
新
し
い
市
、
地
域
を
作
る
ス

タ
ー
ト
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

い
ま
ま
で
い
ろ
い
ろ
論
じ
た
こ
と
を
新

市
の
建
設
に
活
か
し
て
行
く
、
角
館
町
も

全
町
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
、
一
緒
に
一
つ
の
市
と
し
て
や
っ

て
い
く
皆
様
か
ら
是
非
こ
れ
か
ら
も
ご
指

導
、
ご
理
解
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
と
も

に
手
を
取
り
合
っ
て
、
新
し
い
夢
の
生
ま

れ
る
自
治
体
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

非
常
に
簡
単
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
角
館
町
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
、
挨

拶
と
い
た
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

合
併
協
議
会
設
立
以
来
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
よ
う
や
く
こ
こ
ま

で
た
ど
り
着
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

感
無
量
で
あ
り
ま
す
。

合
併
協
議
会
の
皆
々
様
、
そ
し
て
各
町

村
議
員
の
皆
様
の
ご
理
解
に
深
く
感
謝
を

申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
あ
る
こ

と
は
、
承
知
し
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
私
共
は
行
財
政
改
革
を
推
進

し
な
が
ら
、各
町
村
間
の
融
和
を
は
か
り
、

こ
の
地
域
を
よ
り
一
層
前
進
さ
せ
て
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
心
新
た
に
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

本
日
ご
臨
席
の
皆
様
は
じ
め
住
民
の
皆

様
の
よ
り
一
層
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

し
て
、
私
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。本

当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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さ
き
ほ
ど
、
三
町
村
の
首
長
が
協
定
書

に
署
名
さ
れ
、
合
併
協
定
の
調
印
が
滞
り

な
く
行
わ
れ
ま
し
た
こ
と
を
、
心
か
ら
お

喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

み
ち
の
く
の
小
京
都
の
風
情
に
酔
い
し

れ
、
湖
畔
で
遊
び
、
そ
し
て
秘
湯
で
疲
れ

た
体
を
癒
す
。
三
町
村
の
合
併
で
誕
生
す

る
新
市
は
、
そ
ん
な
贅
沢
な
時
間
を
人
々

に
提
供
で
き
る
素
晴
ら
し
い
自
治
体
と
な

り
ま
す
。
住
民
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
地
域

を
こ
よ
な
く
愛
す
る
全
国
の
フ
ァ
ン
が
待

ち
に
待
っ
た
調
印
式
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。今

日
の
調
印
に
至
る
ま
で
に
は
、
多
く

の
産
み
の
苦
し
み
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ

れ
も
自
ら
の
地
域
へ
の
「
愛
着
と
誇
り
」

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま

す
。し

か
し
な
が
ら
、
合
併
は
、
決
し
て
地

域
の
個
性
や
存
在
感
を
希
薄
に
さ
せ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
効
率
的

な
地
域
運
営
を
進
め
る
と
と
も
に
、産
業
、

伝
統
・
文
化
、
そ
し
て
人
材
な
ど
、
各
地

域
の
資
源
を
有
効
に
活
用
し
な
が
ら
、
ス

ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
た
夢
の
あ
る

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

こ
の
地
域
に
は
、
江
戸
時
代
の
街
並
み

を
今
に
伝
え
る
武
家
屋
敷
や
檜
木
内
川
の

堤
を
埋
め
尽
く
す
桜
並
木
、
日
本
最
深
の

湖
「
田
沢
湖
」、
個
性
的
な
温
泉
や
ス
キ

ー
場
、
更
に
は
、
田
沢
湖
マ
ラ
ソ
ン
や
壮

烈
な
山
ぶ
っ
つ
け
が
見
も
の
の
角
館
の
お

祭
り
な
ど
、
全
国
か
ら
多
く
の
人
々
を
繰

り
返
し
呼
び
込
め
る
一
級
品
の
資
源
が
数

多
く
あ
り
、
た
び
た
び
映
画
や
テ
レ
ビ
ド

ラ
マ
の
舞
台
に
も
な
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。ひ

と
つ
の
自
治
体
と
し
て
、
こ
れ
ほ
ど

多
く
の
資
源
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
地
域

は
珍
し
く
、
ま
さ
に
三
町
村
の
枠
組
み
で

あ
る
が
故
の
合
併
効
果
で
あ
り
ま
す
。

県
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
合
併
効
果
を

活
か
し
た
新
市
の
ま
ち
づ
く
り
を
全
力
で

支
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。

調
印
後
は
、
各
町
村
議
会
で
の
議
決
や

合
併
に
向
け
た
準
備
等
が
残
っ
て
お
り
ま

す
が
、
ど
う
か
、
民
意
と
地
域
の
将
来
に

思
い
を
巡
ら
し
、
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
引

き
続
き
新
市
誕
生
へ
の
歩
み
を
進
め
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

合
併
が
予
定
さ
れ
て
い
る
九
月
も
、
田

沢
湖
や
武
家
屋
敷
は
全
国
か
ら
の
観
光
客

で
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま

す
が
、
地
域
住
民
は
も
と
よ
り
、
そ
う
し

た
多
く
の
観
光
客
に
も
祝
福
さ
れ
、
新
た

な
観
光
都
市
「
仙
北
市
」
が
輝
か
し
く
ス

タ
ー
ト
い
た
し
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
祈
念

し
、
お
祝
い
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

本
日
は
、
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。三

月
二
十
九
日
に
、
三
町
村
議
会
で
臨

時
会
が
開
催
さ
れ
、
合
併
に
関
す
る
議
案

が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

前
日
の
合
併
協
定
調
印
式
を
受
け
て
開

催
さ
れ
た
臨
時
会
で
は
、「
市
町
村
の
廃

置
分
合
（
合
併
）
に
つ
い
て
」、「
市
町
村

の
廃
置
分
合
に
伴
う
財
産
処
分
に
つ
い

て
」、「
議
会
の
議
員
の
在
任
の
特
例
に
つ

い
て
」、「
農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期
の

特
例
に
つ
い
て
」、「
新
市
の
議
会
の
議
員

の
定
数
に
つ
い
て
」
の
五
議
案
に
つ
い
て

審
議
が
行
わ
れ
、
各
町
村
と
も
全
会
一
致

ま
た
は
賛
成
多
数
で
総
て
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

三
月
三
十
一
日
、
合
併
協
定
調
印
式
、

三
町
村
議
会
の
議
決
を
経
て
、
三
町
村
長

が
県
に
「
市
町
村
の
廃
置
分
合
」（
合
併
）

の
申
請
を
行
い
ま
し
た
。

秋
田
県
庁
で
行
わ
れ
た
申
請
に
は
三
町

村
の
長
お
よ
び
議
会
議
長
が
出
席
。
佐
藤

田
沢
湖
町
長
か
ら
知
事
職
務
代
理
者
の
西

村
副
知
事
に
申
請
書
が
し
っ
か
り
と
手
渡

さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
四
月
二
十
七
日
開
催
の
秋
田
県

議
会
で
、合
併
議
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
は
、
六
月
上
旬
頃
に
総
務
大
臣
よ

り
合
併
の
告
示
が
あ
り
、
九
月
二
十
日
に

は
仙
北
市
が
誕
生
し
ま
す
。
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仙
北
郡
田
沢
湖
町
、
同
郡
角
館
町
、
同

郡
西
木
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て

新
し
い
市
を
設
置
す
る
新
設
合
併
と
す

る
。合

併
の
期
日
は
、
平
成
十
七
年
九
月
二

十
日
と
す
る
。

新
市
の
名
称
は
、
仙
北
市
（
せ
ん
ぼ
く

し
）
と
す
る
。

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
、
田
沢
湖
町

生
保
内
字
宮
ノ
後
三
十
番
地
（
現
田
沢

湖
町
役
場
）
と
す
る
。

（２）
庁
舎
の
利
用
方
法
は
、
各
町
村
の
庁
舎

を
使
用
す
る
分
庁
舎
方
式
と
す
る
。
な

お
、
住
民
に
対
す
る
窓
口
業
務
に
つ
い

て
は
、
各
分
庁
舎
で
同
一
の
サ
ー
ビ
ス

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

（１）
財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
三
町
村

の
所
有
す
る
財
産
、
公
の
施
設
及
び
債

務
は
、
全
て
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と

す
る
。

（２）
田
沢
財
産
区
、
生
保
内
財
産
区
、
雲
沢

財
産
区
は
、新
市
に
お
い
て
存
続
す
る
。

（１）
三
町
村
の
議
会
議
員
は
、
市
町
村
の
合

併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

年
法
律
第
六
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規

定
を
適
用
し
、
平
成
十
八
年
四
月
三
十

日
ま
で
引
き
続
き
新
市
の
議
会
議
員
と

し
て
在
任
す
る
。

（２）
新
市
の
議
会
議
員
の
定
数
は
二
十
四
人

と
す
る
。

（１）
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
は
、

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
号
）
第
八
条

第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
、
平
成
十
七

年
十
二
月
十
九
日
ま
で
引
き
続
き
新
市

の
農
業
委
員
会
の
委
員
と
し
て
在
任
す

る
。

（２）
選
挙
に
よ
る
委
員
の
定
数
は
、
二
十
人

と
す
る
。

（３）
旧
町
村
を
区
域
と
す
る
三
つ
の
選
挙
区

を
設
け
、
各
選
挙
区
ご
と
の
定
数
に
つ

い
て
は
、
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
号
）
第
五
条
の

四
の
規
定
に
基
づ
く
、
地
域
審
議
会
を
設

置
す
る
。

（１）
特
別
職
の
職
員
の
設
置
・
人
数
・
任
用

に
つ
い
て
は
、
法
令
等
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
従
い
調
整
す
る
。
法
令
等
の
定
め

が
な
い
場
合
は
、
新
市
に
お
い
て
新
た

に
設
置
す
る
。

（２）
特
別
職
の
職
員
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、

現
行
報
酬
額
及
び
類
似
団
体
の
特
別
職

の
職
員
の
報
酬
額
を
参
考
に
調
整
す
る
。

（１）
三
町
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、
す
べ
て

新
市
の
職
員
と
し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と

す
る
。

（２）
職
員
数
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て

定
員
適
正
化
計
画
を
策
定
し
、
定
員
管

理
の
適
正
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（３）
職
員
の
職
名
及
び
任
用
要
件
に
つ
い
て

は
、
人
事
管
理
及
び
職
員
の
処
遇
の
適

正
化
の
観
点
か
ら
合
併
時
ま
で
に
調
整

を
図
る
。

（４）
給
与
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
処
遇
及
び

給
与
の
適
正
化
の
観
点
か
ら
調
整
し
統

一
を
図
る
。
な
お
、
合
併
後
、
速
や
か

に
給
料
の
格
差
是
正
を
行
う
。

条
例
・
規
則
等
の
制
定
に
当
た
っ
て

は
、
合
併
協
議
会
で
協
議
、
確
認
さ
れ
た

各
種
事
務
事
業
等
の
調
整
内
容
に
基
づ

き
、
次
の
区
分
に
よ
り
整
備
す
る
も
の
と

す
る
。

（１）
合
併
と
同
時
に
市
長
職
務
執
行
者
の
専

決
処
分
又
は
職
権
に
よ
り
、
即
時
制
定

し
、
施
行
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
も
の
。

（２）
合
併
後
、
一
定
の
地
域
に
暫
定
的
に
施

行
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
も
の
。

（３）
合
併
後
、
逐
次
制
定
し
、
施
行
さ
せ
る

こ
と
と
す
る
も
の
。

事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
新
市
の
組
織
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
低

下
し
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
。

（２）
新
市
の
事
務
組
織
及
び
機
構
は
、「
新

市
に
お
け
る
事
務
組
織
・
機
構
の
整
備

方
針
」
に
基
づ
き
整
備
す
る
。

①
住
民
に
わ
か
り
や
す
く
、
利
用
し
や

す
い
組
織
・
機
構
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②
住
民
の
声
を
適
正
に
反
映
で
き
る
組

織
・
機
構

③
指
揮
命
令
系
統
を
簡
素
化
し
、
責
任

の
所
在
が
明
確
な
組
織
・
機
構

④
各
庁
舎
に
住
民
が
よ
く
利
用
す
る
窓

口
業
務
を
行
う
「
地
域
セ
ン
タ
ー
」

を
設
置
す
る
組
織
・
機
構

⑤
行
政
課
題
に
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応

で
き
る
組
織
・
機
構

⑥
新
市
建
設
計
画
が
円
滑
に
遂
行
で
き

る
組
織
・
機
構

窓
口
業
務
に
つ
い
て
は
、
住
民
サ
ー
ビ

ス
の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
調
整
す
る
。

（１）
新
市
章
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
定
め

る
。

（２）
新
市
憲
章
、
新
市
の
花
・
木
・
鳥
等
に

つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（３）
各
種
宣
言
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（４）
表
彰
制
度
に
つ
い
て
は
、
新
市
発
足
後

に
お
い
て
新
た
な
制
度
を
創
設
す
る
も

の
と
す
る
。

（５）
新
市
民
歌
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

町
、
字
の
名
称
及
び
区
域
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
現
行
を
基
本
と
し
て
調
整
す

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、

変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（１）
行
政
区
に
つ
い
て
は
、
当
面
の
間
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。
新
市
に
お
い
て
統

合
再
編
に
努
め
る
。

（２）
三
町
村
が
行
っ
て
い
る
行
政
連
絡
員
制

度
を
現
行
の
と
お
り
新
市
で
継
続
す
る
。

な
お
、
行
政
連
絡
員
の
行
う
業
務
に
つ

い
て
は
、
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。

学
校
の
通
学
区
域
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
つ
い
て
は
、
新

市
に
お
い
て
存
続
す
る
。

（１）
三
町
村
が
現
在
加
入
し
て
い
る
一
部
事

務
組
合
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日
の
前

日
を
も
っ
て
脱
退
し
、
新
市
に
お
い
て

合
併
の
日
に
新
た
に
加
入
す
る
。

（２）
事
務
の
委
託
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日

の
前
日
を
も
っ
て
委
託
を
廃
し
、
新
市

に
お
い
て
合
併
の
日
に
新
た
に
事
務
を

委
託
す
る
。

（３）
角
館
町
外
二
か
町
村
公
衆
衛
生
施
設
組

合
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日
の
前
日
を

も
っ
て
解
散
し
、
合
併
の
日
に
す
べ
て

の
事
務
及
び
財
産
、
債
務
並
び
に
一
般

職
の
職
員
は
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の

と
す
る
。

（４）
秋
田
県
町
村
土
地
開
発
公
社
に
つ
い
て

は
、
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
脱
退

す
る
。
債
務
残
に
つ
い
て
は
、
償
還
表

に
基
づ
い
て
定
時
償
還
を
行
う
。

（５）
各
町
村
の
第
三
セ
ク
タ
ー
等
に
つ
い
て

は
、
出
資
金
は
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
管

理
・
運
営
は
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

公
共
的
団
体
等
に
つ
い
て
は
、
新
市
の

速
や
か
な
一
体
性
を
確
保
す
る
た
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
実
情
を
尊
重
し
な
が
ら
、
統
合

に
つ
い
て
調
整
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（１）
各
町
村
共
通
の
団
体
に
つ
い
て

①
三
町
村
共
通
の
団
体
は
、
で
き
る
限

り
合
併
時
に
統
合
で
き
る
よ
う
調
整
　

に
努
め
る
。

②
統
合
に
時
間
を
要
す
る
団
体
は
、
将

来
の
統
合
に
向
け
て
検
討
が
進
め
ら

れ
る
よ
う
調
整
に
努
め
る
。

（２）
各
町
村
独
自
の
団
体
に
つ
い
て

当
面
現
行
の
と
お
り
と
し
、
必
要
に
応

じ
て
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

（１）
社
会
福
祉
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
事
情
を
尊
重
し
な
が
ら
合
併
を

支
援
す
る
。

（２）
社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
事
業
委
託
に
つ

い
て
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
の
事
情
を

尊
重
し
な
が
ら
調
整
に
努
め
る
。

（１）
個
人
の
市
町
村
民
税
の
納
期
は
、
四
期

（
六
月
・
八
月
・
十
月
・
十
二
月
）
と

し
、
最
終
納
期
を
角
館
町
の
例
に
よ
り
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十
二
月
二
十
八
日
と
す
る
。
税
率
は
三

町
村
に
差
異
が
な
い
た
め
、
現
行
の
と

お
り
と
す
る
。

（２）
法
人
等
の
市
町
村
民
税
の
均
等
割
に
つ

い
て
は
、三
町
村
に
差
異
が
な
い
た
め
、

現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
法
人
税
割
の

税
率
に
つ
い
て
は
、
田
沢
湖
町
、
西
木

村
の
例
に
よ
り
十
二．

三
％
と
す
る
。

（３）
固
定
資
産
税
の
賦
課
に
係
る
土
地
評
価

額
に
つ
い
て
は
、
評
価
額
の
不
均
衡
が

見
込
ま
れ
る
も
の
も
あ
り
、
合
併
後
の

評
価
換
え
に
お
い
て
、
調
整
を
図
る
も

の
と
す
る
。

（４）
軽
自
動
車
税
の
納
期
に
つ
い
て
は
、
角

館
町
、
西
木
村
の
例
に
よ
り
四
月
一
日

か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

（５）
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
三
町
村
に
差

異
が
な
い
た
め
、
現
行
の
と
お
り
と
す

る
。

（６）
入
湯
税
に
つ
い
て
は
、
田
沢
湖
町
、
西

木
村
の
例
に
よ
り
入
湯
客
一
人
一
日
百
　

五
十
円
と
す
る
。

（７）
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
三
町

村
に
差
異
が
な
い
た
め
、
現
行
の
と
お

り
と
す
る
。

（８）
鉱
産
税
に
つ
い
て
は
、
三
町
村
に
差
異

が
な
い
た
め
、現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

（９）
前
納
報
償
率
に
つ
い
て
は
、
角
館
町
の

例
に
よ
り
〇．

五
％
×
納
期
前
月
数
と

し
、
一
納
期
に
係
る
限
度
税
額
は
、
田

沢
湖
町
、
西
木
村
の
例
に
よ
り
二
十
万

円
と
す
る
。

（１０）
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
算
定

方
式
を
所
得
割
、
資
産
割
、
均
等
割
、

平
等
割
の
四
方
式
と
し
、
税
率
に
つ
い

て
は
、
で
き
る
だ
け
大
幅
な
変
動
が
生

じ
な
い
よ
う
調
整
に
努
め
、
新
市
の
賦

課
時
に
決
定
す
る
。納
期
に
つ
い
て
は
、

六
期
と
し
最
終
納
期
を
十
二
月
二
十
八

日
と
す
る
。

（１１）
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
と
し
、
新

市
に
お
い
て
事
業
の
見
直
し
を
含
め
た

検
討
を
行
い
、
将
来
的
に
廃
止
の
方
向

で
調
整
す
る
。

（１２）
納
税
貯
蓄
組
合
に
係
る
事
務
費
補
助
金

に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
こ

と
と
し
、
奨
励
的
補
助
金
は
、
新
市
に

お
い
て
廃
止
す
る
。

（１）
三
町
村
で
差
異
の
な
い
使
用
料
及
び
手

数
料
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と

す
る
。

（２）
三
町
村
で
差
異
の
あ
る
使
用
料
及
び
手

数
料
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
け
る
住

民
の
一
体
性
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、

住
民
負
担
に
配
慮
し
、
負
担
公
平
の
原

則
か
ら
、
適
正
な
料
金
の
あ
り
方
等
を

合
併
時
に
統
一
す
る
よ
う
調
整
す
る
。

（３）
各
種
施
設
等
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
施

設
の
内
容
、
建
設
年
度
が
異
な
る
こ
と

か
ら
、
原
則
と
し
て
現
行
の
と
お
り
と

す
る
。
た
だ
し
、
同
一
又
は
類
似
す
る

施
設
等
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
可
能
な

限
り
統
一
に
努
め
る
。

補
助
金
、
交
付
金
等
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
制
度
の
経
緯
や
実
績
を
考
慮
し
つ

つ
、
公
共
的
必
要
性
・
有
効
性
・
公
平
性

の
観
点
か
ら
、
次
の
方
針
に
基
づ
き
予
算

措
置
の
段
階
で
調
整
す
る
。

（１）
三
町
村
で
同
一
又
は
同
種
の
補
助
金
、

交
付
金
等
に
つ
い
て
は
、
関
係
団
体
等
　

の
協
力
を
得
て
、
制
度
の
統
一
化
に
向

け
調
整
す
る
。

（２）
独
自
の
補
助
金
、
交
付
金
等
に
つ
い
て

は
、
制
度
の
経
緯
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
、

効
果
を
考
慮
し
、
調
整
す
る
。

（３）
統
廃
合
で
き
る
補
助
金
、
交
付
金
等
に

つ
い
て
は
、統
廃
合
に
向
け
調
整
す
る
。

（１）
保
険
給
付
事
業
に
つ
い
て
は
、
三
町
村

に
差
異
が
な
い
た
め
、
現
行
の
と
お
り

新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（２）
保
健
事
業
に
つ
い
て
は
、
三
町
村
の
事

業
の
現
状
を
踏
ま
え
、
三
町
村
で
差
異

の
あ
る
も
の
は
合
併
時
に
再
編
す
る
も

の
と
し
、
三
町
村
で
差
異
が
な
い
も
の

は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ

も
の
と
す
る
。

（１）
被
保
険
者
の
資
格
管
理
等
に
係
る
事
務

に
つ
い
て
は
、
三
町
村
に
差
異
が
な
い

た
め
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

ぐ
も
の
と
す
る
。

（２）
保
険
給
付
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
三
町

村
に
差
異
が
な
い
た
め
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

各
種
事
務
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
事

項
に
留
意
し
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を

招
か
な
い
よ
う
配
慮
し
な
が
ら
、
そ
の
一

元
化
に
向
け
調
整
す
る
。

（１）
三
町
村
が
実
施
し
て
い
る
同
一
あ
る
い

は
類
似
の
事
務
事
業
に
つ
い
て
は
、
合

理
化
、
効
率
化
に
向
け
調
整
す
る
。

（２）
三
町
村
が
実
施
し
て
い
る
独
自
の
事
務
　

事
業
に
つ
い
て
は
、
経
緯
・
実
情
を
考

慮
し
調
整
す
る
。

姉
妹
提
携
・
友
好
提
携
な
ど
、
三
町
村

で
実
施
し
て
い
る
各
種
交
流
事
業
に
つ
い

て
は
、現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。
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（１）
新
市
に
お
い
て
、広
報
誌
を
発
行
す
る
。

（２）
新
市
に
お
い
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開

設
す
る
。

（３）
そ
の
他
の
広
報
広
聴
関
係
事
業
に
つ
い

て
は
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

（１）
申
告
受
付
事
務
は
、
新
市
に
お
い
て
調

整
す
る
。

（２）
そ
の
他
納
税
関
係
事
務
及
び
事
業
に
つ

い
て
は
、次
の
区
分
に
よ
り
調
整
す
る
。

①
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
も
の
。

②
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
も
の
。

電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
に
つ
い
て
は
、
合

併
時
に
住
民
記
録
関
連
電
算
機
器
及
び
シ

ス
テ
ム
を
統
一
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
に
よ
り
運
用
す
る
。
た
だ
し
、
単
独

処
理
業
務
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
合
併

時
ま
で
に
調
整
す
る
。

（１）
消
防
団
に
つ
い
て
は
、
各
町
村
の
分
団

等
の
組
織
は
現
行
の
と
お
り
と
す
る
が
、

全
体
の
組
織
編
成
等
に
つ
い
て
は
、
合

併
時
ま
で
に
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

（２）
防
災
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
調
整
す
る
。

（３）
地
域
防
災
計
画
及
び
消
防
計
画
は
、
新

市
に
お
い
て
新
計
画
を
策
定
す
る
。

な
お
、
新
計
画
が
策
定
さ
れ
る
ま
で

の
間
は
、
現
計
画
を
新
市
に
引
き
継
ぎ

運
用
す
る
。

（４）
そ
の
他
の
消
防
防
災
関
係
事
務
及
び
事

業
に
つ
い
て
は
、合
併
時
に
再
編
す
る
。

（１）
交
通
安
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
新
計
画
を
策
定
す
る
。

な
お
、
新
計
画
が
策
定
さ
れ
る
ま
で

の
間
は
、
現
計
画
を
新
市
に
引
き
継
ぎ

運
用
す
る
。

（２）
そ
の
他
の
交
通
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

生
活
バ
ス
路
線
維
持
、
町
営
バ
ス
、
秋

田
内
陸
縦
貫
鉄
道
等
の
公
共
交
通
機
関
の

確
保
・
充
実
に
関
す
る
事
業
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

保
健
衛
生
事
業
に
つ
い
て
は
、
住
民
の

疾
病
予
防
や
健
康
増
進
を
図
る
よ
う
調
整

す
る
。

（１）
病
院
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
引
き
継
ぐ

も
の
と
し
、名
称
を
市
立
田
沢
湖
病
院
、

市
立
角
館
総
合
病
院
と
す
る
。

（２）
病
院
事
業
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
営
企

業
法
の
全
部
を
適
用
と
し
、
事
務
の
体

制
等
に
つ
い
て
は
合
併
時
ま
で
に
調
整

す
る
。

（３）
診
療
に
係
る
諸
証
明
の
手
数
料
（
主
な

文
書
料
）
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
に
統

一
す
る
よ
う
調
整
す
る
。

（４）
診
療
所
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
引
き
継

ぐ
も
の
と
し
、
体
制
や
運
営
等
に
つ
い

て
は
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。

障
害
者
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の

区
分
に
よ
り
調
整
す
る
。

（１）
国
又
は
県
等
が
定
め
る
制
度
に
つ
い
て

は
、
そ
の
要
綱
等
に
準
拠
し
な
が
ら
調

整
す
る
。

（２）
国
又
は
県
等
が
定
め
る
制
度
で
、
各
町

村
が
独
自
に
そ
の
制
度
の
充
実
を
図
っ

て
い
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
基
本
に

調
整
す
る
。

（３）
各
町
村
が
独
自
に
実
施
し
て
い
る
制
度

又
は
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
基
本
に
調

整
す
る
。

（１）
老
人
保
健
福
祉
計
画
に
つ
い
て
は
、
新

市
に
お
い
て
新
計
画
を
策
定
す
る
。

（２）
高
齢
者
福
祉
事
業
の
各
制
度
に
つ
い
て

は
、
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な
い
よ

う
調
整
す
る
。

な
お
、
利
用
料
等
の
住
民
負
担
に
つ

い
て
は
、
適
正
な
料
金
と
な
る
よ
う
調

整
す
る
。

①
国
又
は
県
等
が
定
め
る
制
度
に
つ
い

て
は
、
そ
の
要
綱
等
に
準
拠
し
な
が

ら
調
整
す
る
。

②
国
又
は
県
等
が
定
め
る
制
度
で
、
各

町
村
が
独
自
に
そ
の
制
度
の
充
実
を

図
っ
て
い
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と

を
基
本
に
調
整
す
る
。

③
各
町
村
が
独
自
に
実
施
し
て
い
る
制
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度
又
は
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
基

本
に
調
整
す
る
。

児
童
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
区

分
に
よ
り
調
整
す
る
。

（１）
国
又
県
等
が
定
め
る
制
度
に
つ
い
て
は
、

そ
の
要
綱
等
に
準
拠
し
な
が
ら
調
整
す

る
。

（２）
各
町
村
が
独
自
に
実
施
し
て
い
る
制
度

又
は
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
ま
で

に
調
整
す
る
。

（１）
保
育
所
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引

き
継
ぐ
も
の
と
し
、
運
営
形
態
に
つ
い

て
は
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
。

（２）
保
育
内
容
は
合
併
時
現
行
の
と
お
り
と

し
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。

（３）
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
国
の
基
準
を
原

則
に
新
市
に
お
い
て
定
め
る
。
へ
き
地

保
育
所
の
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
合
併

後
段
階
的
に
調
整
し
て
い
く
。

生
活
保
護
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
福
祉
事
務
所
を
設
置
し
、
国
又
は

県
等
が
定
め
る
各
種
の
制
度
に
つ
い
て
、

そ
の
法
令
・
要
綱
等
に
準
拠
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

そ
の
他
の
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
次

の
区
分
に
よ
り
調
整
す
る
。

（１）
国
又
は
県
等
が
定
め
る
制
度
に
つ
い
て

は
、
そ
の
要
綱
等
に
準
拠
し
な
が
ら
調

整
す
る
。

（２）
各
町
村
が
独
自
に
実
施
し
て
い
る
制
度

又
は
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に

よ
り
調
整
す
る
。

①
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
も
の
。

②
合
併
時
に
再
編
す
る
も
の
。

（１）
直
営
の
火
葬
場
、
公
営
墓
地
は
、
現
行

の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

（２）
環
境
衛
生
事
業
に
つ
い
て
は
、
住
民
が

清
潔
な
環
境
で
生
活
で
き
る
よ
う
調
整
　

す
る
。

（１）
環
境
対
策
事
務
及
び
事
業
に
つ
い
て
は
、

再
編
に
向
け
て
次
の
区
分
に
よ
り
調
整

す
る
。

①
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も

の
。

②
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
も
の
。

（２）
環
境
保
全
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
新
市

に
お
い
て
新
た
な
基
本
計
画
を
策
定
す

る
。
な
お
、
新
計
画
が
策
定
さ
れ
る
ま

で
の
間
は
、
現
計
画
を
新
市
に
引
き
継

ぎ
運
用
す
る
。

ご
み
収
集
運
搬
業
務
事
業
に
つ
い
て

は
、
事
業
の
一
元
化
に
向
け
調
整
す
る
も

の
と
す
る
。

（１）
ご
み
の
分
別
・
収
集
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
収
集
区
域
、
分
別
方

式
及
び
収
集
回
数
に
つ
い
て
は
、
新
市

一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
を
策
定
の
う
え
、

調
整
す
る
。

（２）
ご
み
処
理
に
関
す
る
諸
制
度
に
つ
い
て

は
、
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。

（３）
ご
み
処
理
に
関
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の

と
す
る
。

（１）
農
林
業
の
振
興
に
関
す
る
計
画
は
、
新

市
に
お
い
て
作
成
す
る
。

（２）
農
業
生
産
支
援
制
度
は
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

（３）
新
た
な
米
政
策
に
関
連
す
る
事
業
は
、

合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。

（４）
畜
産
関
係
事
業
は
、
合
併
時
ま
で
に
調

整
す
る
。

（５）
土
地
改
良
関
係
事
業
は
、
田
沢
湖
町
の

例
を
基
本
に
調
整
す
る
。
た
だ
し
、
採

択
済
み
事
業
は
現
行
の
と
お
り
新
市
に

引
き
継
ぐ
。

（６）
林
業
関
係
事
業
は
、
合
併
時
ま
で
に
調

整
す
る
。

（１）
中
小
企
業
振
興
対
策
事
業
は
、
角
館
町

の
例
に
よ
り
調
整
す
る
。

（２）
中
小
企
業
事
業
資
金
融
資
制
度
は
、
田

沢
湖
町
の
例
に
よ
り
調
整
す
る
。

（３）
観
光
施
設
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

（４）
観
光
イ
ベ
ン
ト
及
び
Ｐ
Ｒ
事
業
は
、
主

催
団
体
と
協
議
の
上
、
新
市
に
お
い
て

調
整
す
る
。

勤
労
者
・
消
費
者
対
策
事
業
は
、
勤
労

者
支
援
及
び
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
新

市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

（１）
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
及
び
都
市

計
画
区
域
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い

て
新
た
に
策
定
す
る
。
な
お
、
そ
れ
ま

で
の
間
は
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き

継
ぎ
運
用
す
る
。

（２）
町
村
道
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
市
道
と

し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
な
お
、
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新
市
に
お
い
て
市
道
認
定
基
準
を
新
た

に
策
定
す
る
。

（３）
除
雪
計
画
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い

て
新
た
に
除
雪
計
画
を
策
定
す
る
。

（４）
公
営
住
宅
及
び
使
用
料
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の

と
す
る
。

（５）
用
地
取
得
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
三
年

を
目
途
に
地
理
的
条
件
を
考
慮
し
つ
つ
、

公
平
性
・
公
正
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う

取
得
額
算
定
方
法
を
調
整
す
る
。な
お
、

そ
れ
ま
で
は
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
上
水
道
（
簡
易
水
道
、
小
規
模
水
道
を

含
む
）
事
業
に
つ
い
て

①
上
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
健
全
運

営
と
普
及
率
の
格
差
是
正
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

②
加
入
金
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
に
角
館
町
の
例
に
統
一
す
る
。

③
上
水
道
使
用
料
に
つ
い
て
は
当
面
現

行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
の
統
一

に
向
け
て
段
階
的
に
調
整
す
る
。

（２）
下
水
道
（
公
共
下
水
道
、
特
定
環
境
保

全
公
共
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
、
林

業
集
落
排
水
、
簡
易
排
水
を
含
む
）
事

業
に
つ
い
て

①
下
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
健
全
運

営
と
普
及
率
の
格
差
是
正
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

②
受
益
者
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
認
可

さ
れ
て
い
る
計
画
事
業
は
、
現
行
の

と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す

る
。

③
下
水
道
使
用
料
に
つ
い
て
は
当
面
現

行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
の
統
一

に
向
け
て
段
階
的
に
調
整
す
る
。

（３）
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
事
業
に
つ
い
て

①
補
助
金
交
付
型
事
業
の
補
助
金
限
度

額
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新

市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

②
市
町
村
設
置
型
事
業
（
個
別
排
水
処

理
施
設
を
含
む
）
の
受
益
者
分
担
金

及
び
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
平
成
十

八
年
度
ま
で
は
、
現
行
の
と
お
り
新

市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（４）
設
備
整
備
補
助
金
等
の
制
度
に
つ
い
て

①
水
洗
便
所
改
造
資
金
助
成
制
度
に
つ

い
て
は
、
合
併
後
五
年
間
は
現
行
の

と
お
り
と
す
る
。

②
田
沢
湖
町
独
自
の
助
成
制
度
に
つ
い

て
は
、
合
併
時
に
廃
止
す
る
。

③
西
木
村
独
自
の
集
落
排
水
環
境
整
備

費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
五

年
間
は
そ
の
例
に
よ
り
、
新
市
に
引

き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

学
校
教
育
関
係
事
務
及
び
事
業
に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
教
職
員
の
資
質
の
向
上

や
施
設
の
整
備
に
努
め
、
教
育
環
境
の
充

実
を
図
る
こ
と
を
基
本
に
調
整
す
る
。

社
会
教
育
関
係
事
務
及
び
事
業
に
つ
い

て
は
、
社
会
教
育
環
境
の
充
実
を
図
る
こ

と
を
基
本
に
調
整
す
る
。

文
化
振
興
関
係
事
務
及
び
事
業
に
つ
い

て
は
、
同
一
又
は
類
似
す
る
事
業
の
統

合
若
し
く
は
再
編
を
基
本
に
調
整
す

る
。

（１）
行
政
改
革
大
綱
な
ど
の
各
種
計
画
に
つ

い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
新
計
画
を
策

定
す
る
。
な
お
、
新
計
画
が
策
定
さ
れ

る
ま
で
の
間
は
、
現
計
画
を
新
市
に
引

き
継
ぎ
運
用
す
る
。

（２）
そ
の
他
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
経
緯
や

実
情
を
考
慮
し
つ
つ
調
整
す
る
。

新
市
建
設
計
画
は
、
別
添
の
と
お
り
と

す
る
。（
後
日
、
概
要
版
を
配
布
い
た
し

ま
す
。）


